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議案第１９号

　　平成２６年度鳥取県営埋立事業会計予算

（総　則）

第１条　平成２６年度鳥取県営埋立事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

    (1)    境港外港竹内地区埋立地売却面積 ３．０ヘクタール

    (2)    米子港旗ヶ崎地区埋立地売却面積 ０．８ヘクタール

    (3)    事業用借地権に基づく埋立地貸付面積 １３．５ヘクタール

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　　　　収　　　　　　入

　第１款　埋立事業収益 ５６１，８１８千円

　　第１項　営　業　収　益 ５２５，４１２千円

　　第２項　営 業 外 収 益  ３６，４０６千円

　　　　　　　　支　　　　　　出

　第１款　埋 立 事 業 費 ５，６７６，０６２千円

　　第１項　営　業　費　用 ４０６，７９５千円

　　第２項　営 業 外 費 用 ３０，１６２千円

　　第３項　特　別　損　失  ５，２３９，１０５千円

（資本的支出）

第４条　資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的支出額４８０，０００千円
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は、当年度分損益勘定留保資金４８０，０００千円で補てんするものとする。）。

　　　　　　　　支　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出 ４８０，０００千円

　　第１項　他会計からの長期借入金償還金 ４８０，０００千円

（一時借入金）

第５条　一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。

    (1)    営業費用と営業外費用との間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければ

ならない。

    (1)    職  員  給  与  費　　　　　　　   １７，３７６千円

（他会計からの補助金）

第８条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

　　　　　　　　　補　助　の　目　的

    (1)    職員の児童手当に要する経費　　　　　 ９６千円

　　平成２６年２月１８日提出

鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治　　


